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今一度おさえておきたい
枠組みに関する4つの論点

　現在、カーボンニュートラル（CN）の達成に向け、

全ての企業にとって脱炭素経営の実現は最重要経営

テーマの１つであろう。パリ協定を契機に、国際イニ

シアティブなどを中心に、CN に向けた取り組みを促

進する枠組みや基準が作られ広まってきた。気候変動

に対応した経営戦略の開示や、CO2 等排出量削減に

向けた目標設定などを支援・促進するものである。さ

らに、枠組みを通して公開された企業の情報や格付け

は、国際的な ESG 投資の重要な判断材料になってい

る。すなわち、全ての企業に脱炭素経営の推進が迫ら

れる中、こうした枠組みをどう活用するかが、企業の

命運を左右するといっても過言ではない。この世界的

な CN の潮流は、他社と差別化を図り、投資やビジ

ネスチャンスを得る “ 機会 ” となるのか、はたまた市

場に施策が劣後し、後手の対策に追われてしまう “ 脅

威 ” となるのか。

　コンサルティングの現場でクライアントと対話する

中でも、枠組みに対する課題感が伝わってくる。枠組

みに対する理解・活用の浸透度は企業毎に異なってお

カーボンニュートラルは、今日の企業経営において中核となるテーマだ。その推進にあたって避けては
通れないのが、国際イニシアティブ等が示す様々な“枠組み”である。しかし、その理解や活用の浸透度は
企業毎に異なり、また企業内でも温度差があることも多い。本稿では、この枠組みについて4つの論点から
解説する。全社一丸となって取り組むために不可欠な共通理解としておさえておきたいものである。

カーボンニュートラルを推進する
枠組みの理解とその活用
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り、また企業内でも部署間などで温度差があることも

少なくない。浸透度・温度感の段階によって具体的な

課題や抱える問いはまちまちだ。

　初歩的な問いは「そもそもどんな枠組みが存在して

いるのか」というものである。現在、この段階にある

企業や社員は少なくなってきたと思われるが、枠組み

の種類についての理解は曖昧だったり、人によって認

識が異なったりすることも多い。

　次に、理解が進むと「個々の枠組みは理解している

が全体感が掴めない。まず何から着手するのが良いの

か」といった悩みを抱えやすい。これは、全体を俯瞰

した際の枠組みの関係性や優先度が捉えられていない

場合が多い。

　枠組みの全体像を掴めると、具体的な対応・取り組

みについての課題が浮き彫りになってくる。「枠組み

に対応するため、社内の仕組みをどう整えていくべき

か」「具体的にどのような CO2 削減施策を企画し実

行すべきか」といったものである。例えば、複数の拠

点を持つ場合、CO2 排出量を誰がいつどのように計

測し、算定し、報告するのか。各枠組みで設定した目

標の達成に向けてどんな施策をすすめるのかといった

具合だ。

　本稿では、上記のような課題や問いに合わせ、枠組

みに関する論点を４つにまとめた。順に解説していき

たい。

論点❶  枠組みの種類 

どのような枠組みがあるか

論点❷  枠組みの関係性 

枠組みにはどのような関係があるか

論点❸  枠組みの優先度 

どの枠組みを優先的に対応すべきか

論点❹  枠組みへの対応・取組 

枠組みに対応する仕組みをどう整え、 

どのような CN 施策を企画・実行すべきか

❶��枠組みの種類�
「目標設定」「情報開示」「評価」の3種を捉える　

　CN 推進の枠組みは、大きく 3 種類ある。排出量削

減や削減に向けた取り組みに関して目標を定める「ⅰ．

目標設定」、取り組みや成果等を公表し企業と投資家

や金融機関との対話を生む「ⅱ．情報開示」、そして

その情報を踏まえた格付け機関等による「ⅲ．評価」

である。また、これらの枠組みの前提となっている排

出量の「算出ルール」が存在する。代表的なものを図

１に示した。順番に見ていこう。

　まず「ⅰ．目標設定」はパリ協定が求める⽔準と科

学的に整合した中長期の温室効果ガス削減目標である

SBT（Science Based Targets）が代表的である。推

進イニシアティブである SBTi が認定を取り仕切る。

また、削減に向けた取り組みの目標を設定するものも

ある。RE100 は「Renewable Energy 100%」の略称

で、企業が事業活動に必要な電力の 100% を再エネ

で賄うことを目指す枠組みである。参加企業は再エネ

100% 達成の目標年次を定め、再エネ活用を推進する。

他にも事業活動で使うモビリティーの 100% ゼロエ

ミッションを目指す EV100、事業のエネルギー効率

の倍増を目指す EP100 などが存在する。

　次に「ⅱ．情報開示」は、今やグローバルスタン

ダードになりつつある TCFD が外せないであろう。

気候関連財務情報開示タスクフォース（Task force 

on Climate-related Financial Disclosures）の頭文字

を取ってこう呼ばれる。気候変動関連の取組・影響に

関する情報開示の枠組みである。気候変動関連リスク、

及び機会に関する 4 つの項目（ガバナンス、戦略、

リスクマネジメント、指標と目標）について開示する

ことが推奨されている。他にも、情報開示の枠組みは

GRI や IIRC、SASB など存在するが、TCFD 作成時

に参照されたものや TCFD に沿って内容調整したも

のが大半であり、実質的に TCFD が国際標準の情報

開示の枠組みと理解して差し支えないであろう。

　加えて、日本国内に限定したものだが、地球温暖化

対策の推進に関する法律（温対法）に基づく温室効果 
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ガス排出量算定・報告・公表制度、いわゆるＳＨＫ制

度も情報開示の枠組みに当てはまる。

　情報開示といっても、製品やサービスの環境情報を

開示する環境ラベルというものもある。ISO では「タ

イ プ Ｉ（ISO14024） 第 三 者 認 証 」「 タ イ プ Ⅱ

（ISO14021）自己宣言」「タイプⅢ（ISO14025）環

境情報表示」の 3 タイプに分けて規格を定めている。

タイプⅢに該当するエコリーフは LCA を用いた環境

情報（気候変動、酸性化、資源消費などに関するデー

タ）を定量的に開示するものである。LCA（Life 

Cycle Assessment：ライフサイクルアセスメント）

とは製品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイク

ルに至るまでのライフサイクル全体を通じた環境への

影響を評価する手法（算出ルール）だ。同様に LCA

を用いた環境ラベルとして、CFP（Carbon Footprint 

of Products：カーボンフットプリント）があるが、

こちらは温室効果ガスの排出量に特化したものである。

現在は両ラベルとも、SuMPO 環境ラベルプログラム

によって検証・登録公開されている。より生活者・消

費者との対話を意識した取り組みとなる。

　「ⅲ．評価」は、企業の気候変動や ESG に係る取

り組みや財務状況等を共通の尺度で評価したり格付け

したりするものである。米国金融機関のモルガン・ス

タンレーが調査・格付け・分析を行う MSCI（モルガ

ン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）、

ロンドン証券取引所グループの情報サービス部門に属

する FTSE Russell が代表的だが、一方で、不動産セ

クターやインフラセクターを評価対象とする GRESB

（グレスビー、グレスブ）など特定のセクターに特化

するものもある。

　そして、情報開示（ⅱ）と評価（ⅲ）を兼ねる枠組

みとして CDP は欠かせない。英国に本部を置く

NGO である CDP では、企業に「CDP 気候変動」

「CDP ウォーター」「CDP 森林」「CDP サプライ

チェーン」等の質問書を送付し、回答内容の開示及び

格付けを実施している。

　最後に、これらの枠組みの前提となっている「算出

ルール」であるが、実体としてほぼグローバルスタン

主なカーボンニュートラル推進の枠組み
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ダードとなっているのが GHG プロトコルである。

CO2 を含む GHG 排出量の算定と報告に関する基準

を示すものだ。サプライチェーン排出量の算定に用い

られる Scope という範囲の考え方を確実におさえて

おきたい。Scope １は事業者自らによる温室効果ガ

スの直接排出であり、Scope ２は他社から供給され

た電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出となる。

Scope ３は Scope １・２以外の間接排出であり、取

引先や製品使用者などによる間接排出などが含まれ、

それぞれ算定方法が異なるので注意が必要だ。　　

　他の算出ルールとしては、先述したエコリーフや

CDP で用いられている LCA や、標準規格として

ISO 14064 がある。また、SHK 制度でも源流は国家

インベントリに基づく算出ルールが定められていたが

現在は独自のルールとなっている。

　

❷��枠組みの関係性�
枠組み間の参照関係と運営主体に着目する　

　どのような枠組みがあるかを理解したら、次はそれ

ぞれの関係性に着目したい。枠組み間の関係は「準

拠」、「参照」、「推奨」など様々な言い方がされるが、

各々がどの種類の枠組みか理解していればおのずと関

わり方は決まってくる。幾つか例を挙げる。

同じカテゴリにおける関係性

・ケース１

　 CDP（ⅱ）の質問書は TCFD( ⅱ ) に準拠しており、

これに回答することで TCFD に沿った情報開示の

準備ができる。

・ケース２

　 TCFD( ⅱ ) の開示フレームワークは、GRI( ⅱ )、

CDP( ⅱ )、IIRC( ⅱ ) を参照している。

異なるカテゴリにおける関係性

・ケース３

　 TCFD( ⅱ ) では、GHG 排出量は国・地域間等で

比較可能となるよう、GHG プロトコル（算出ルー

ル）に基づいた算出が求められている。

・ ケース４

　 SBT( ⅰ ) や RE100( ⅰ ) などの進捗報告は、CDP

（ⅱ）質問書の所定欄回答で代替することができる。

　

　上記も含め、論点❶で紹介した主要な枠組みについ

て関係性を大まかに整理したものが図２である。細か

な準拠や推奨などを入れたら関係性は他にもあるが、

関連深い繋がりをおさえておくことが重要だ。

枠組みの関係性〈参照関係〉

目標設定

情報開示

評価
MSCI FTSE

算出ルール

GHG
プロトコルSBT RE100 EV100 EP100

GRESB

CDSB SHK制度
（報告）

ISO

国家
インベントリ

科学的に整合

パリ協定 ：主要な枠組み・ルール

…

…

…

SHK 制度
（算出方法）

環境ラベル エコリーフ CFP …

…

多くの枠組みで採用

ⅰ

ⅱ

ⅲ

質問票は
TCFD 準拠

TCFD TCFDと
整合
or 調整

GRI IIRC

CDP
（回答・公表）

CDP
（スコア）

SASB

算出法
適用 LCA

CDP 回答で進捗報告可
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　特に異なる種類間の参照関係（情報開示の枠組みに

おける算出ルールの指定など）はしっかりと理解して

おきたい。各枠組みは、毎年、多い時には年に何回も

内容が更新される。そのため、関係性をおさえておか

なければ、そうしたアップデートによって影響を受け

る他の枠組みの変更を察知できない恐れがある。最悪

の場合、対応漏れや開示ミスを引き起こしてしまうこ

とも考えられなくはない。

　現在の枠組み達は然るべき形を模索している段階で

あり、確固たるものではない。より良い枠組みに向け

て日進月歩で更新されていること、そのため、情報の

格差が企業にとって機会にも脅威にもなりうる領域で

あることを今一度認識しておきたい。

　さらに理解を深めるには、各枠組みの運営主体に着

目すると良いであろう。各枠組みの運営主体は共同運

営やパートナーシップ関係があるなど複雑であるが、

主な枠組みの “ 裏側 ” にいる運営者は大まかに図３の

ような構図となる。

　We Mean Business（WMB）とは、企業や投資家

の温暖化対策を推進している国際機関やシンクタンク、

NGO 等が構成機関となって運営しているプラット

フォームであり、「ネットゼロ」や「エネルギー」な

ど 7 領域において計 12 種の取組を広める活動を行っ

ている。例えば、ネットゼロに係る取組として「SBT

の設定」、エネルギーに係る取組として「100% 再エ

ネ導入へのコミット」を促す活動を進めている。お分

かりかと思うが、SBT を運営する SBT イニシアティ

ブもこのプラットフォームの１構成機関として位置づ

けられている。一見バラバラに見える枠組みも根元で

は繋がりを持っているのだ。例えば、国際 NPO であ

る CDP は、CDP を運営しているだけでなく、SBT

を共同運営し、RE100 にもパートナーシップとして

関わっている。このことをおさえれば、先に述べた

ケース４（CDP 質問書回答による RE100 の進捗報

告の代替）の関係性が直ぐに腹落ちするであろう。

　もちろん、CN や ESG を専門とするコンサルティ

ング企業は数多く存在し、専門性の高い内容について

枠組みの関係性〈運営主体〉

目標設定ⅰ

算出ルール

TCG

CDP

WRI

WBCSD

JCLP*

ASE*
WGBC*他IP

（8機関）

他IP
（5機関）

* WGBC：World Green Building Council
   ASE    ：Alliance to Save Energy（省エネルギー連盟）
   JCLP  ：Japan Climate Leaders‘ Partnership

WWF

UNGC
SBT RE100 EV100 EP100

情報開示ⅱ
評価ⅲ

CDP

GHG
プロトコル

TCG  ：The Climate Group
CDP
WBCSD  ：World Business Council for Sustainable Development

We Mean Business（WMB）構成機関（抜粋）
Coalition Partners（CP：主導機関） ７機関

Implementation Partners（IP：協力機関）　11機関
WWF  ：World Wide Fund for nature（世界自然保護基金）
UNGC  ：United Nations Global Compact
WRI  ：World Resource Institute（世界資源研究所）

：主要な枠組み・ルール
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は彼らを頼ることも有効であろう。しかし、各社得手

不得手があり、得意領域をクローズアップする傾向が

見受けられることも多い。専門的な見解は外部に求め

つつも、最終的に自社に合った枠組みの活用を見極め

ていくために一定の知識を蓄えておきたい。

　　

❸��枠組みの優先度�
まずはTCFD・CDP、目標設定で一歩先へ

　枠組みとその関係性を理解したら、いよいよどれか

ら進めるかである。枠組みの優先度を左右する 2 つ

のビッグニュースは必ず知っておくべきだ。

　2021 年 6 月、東京証券取引所は、コーポレートガ

バナンス・コード（企業統治指針）を改訂し、プライ

ム市場上場企業に対し「TCFD 又は同等の枠組みに

基づく開示の質と量の充実を進めるべき」とした。

　続いて CDP は 2022 年より、環境情報開示要請

（気候変動分野）の対象日本企業を、東証プライム市

場上場企業全社（1,841 社）に拡大した。

　したがって、最優先に対応すべきは TCFD と CDP、

そして両者で適用される GHG プロトコルである。こ

の３つが日本における情報開示・評価そして算出ルー

ルのデファクトスタンダードになっていくのは必然で

あろう。

　標準化が進むと、何が起きるだろうか。

　明らかなのは、各企業の取組や成果が如実に比較さ

れるようになることであろう。外部機関が公開情報を

中心に一部の優良企業を取り上げるのとは異なり、

CDP では企業自ら回答した内容を基に、提出企業全

てを否応なくスコア（Ａ ~ Ｆ）付けし、公開する。

隠すことも言い訳することもし難い企業の通信簿が導

入されるのである。更に付け加えると、企業比較は国

内ではなくグローバルワイドで可能だ。

　2021 年における日本企業の CDP（気候変動）スコ

アをまとめた結果が図４である。国内回答企業数は

427 社（自主回答も含む）で、うち 56 社が最高の A

スコアを獲得している。そのほぼ全てがプライム上場

企業であるが、今後は「無回答」を含め上場企業

CDP 日本企業のスコア分布（2021気候変動プログラム）

* 回答締切超過、非公開など

Aリスト（スコアA）企業 レポート掲載順
56 社中 55 社が東証プライム上場企業（残り1 社は東証上場投資法人）

対象外 *

［社数］

D-

D 

C 

B-

B 

A-

A 

回答日本企業 427社

56
98

141

42

48

18

5

19

セクター 企業名
バイオ技術・
ヘルスケア・
製薬

小野薬品工業
第一三共
中外製薬

食品・飲料・
農業関連

アサヒグループHD
味の素
キリンHD
サントリーHD
住友林業
日本たばこ産業
不二製油グループ本社

インフラ関連 大林組
熊谷組
清水建設
積水化学工業
積水ハウス
大和ハウス工業
戸田建設
三井不動産

製造 アズビル
京セラ
コニカミノルタ
小松製作所
セイコーエプソン
ソニーグループ
ダイキン工業
トヨタ自動車
ナブテスコ
ニコン

セクター 企業名
製造 日産自動車

富士電機
古河電気工業
三菱電機
村田製作所
ヤマハ
リコー

素材 花王
コーセー
住友化学
東京製鐵
ポーラ・オルビスHD

小売 Ｊ．フロント リテイリング
イオン

サービス MS&ADインシュアランスグループHD
SOMPOHD
アスクル
大和ハウスリート投資法人
東急不動産HD
凸版印刷
日本電気
野村総合研究所
野村HD
日立製作所
富士通

輸送サービス SGHD
川崎汽船
日本郵船
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1,841 社の成績が横並びで貼り出されるのである。こ

のように厳しい評価環境になると、対外的な開示方法

やステークホルダーとのコミュニケーションが、より

一層重要になってくるであろう。

　「( ⅱ ) 情報開示」と「( ⅲ ) 評価」の枠組みが標準

化される中、「( ⅰ ) 目標設定」の枠組みを生かして

他社との差別化を図りたい、より取組へのコミットメ

ントを高めたいと考える企業も増えるだろう。

　まずは、SBT への対応が考えられる。枠組みの関

係性でも見てきたように CDP と合わせて対応してい

く上で相性が良い。しかし、侮るなかれ、SBT は科

学的根拠が重視されることや、継続的に定量的な報告

が必要なことなどから対応難度が高いとされている。

日本の SBT 認定企業数は世界第２位の 277 社を誇る

（グローバル全体で 1,803 社。いずれも 2022 年 9 月

末時点の数値）。しかし、同じ国内での TCFD 賛同企

業数 1,061 社（同年同月時点）に比べるとまだまだ認

定企業は少数派だ。「SBT 認定」は脱炭素化の先進企

業という強いアピールになる。厳しいが魅力的な取り

組みなのである。実際、SBT 参加企業数（＝コミッ

ト企業数＋認定企業数）は年々増えおり、グローバル

で見ると 2021 年時点で 2,113 社、22 年中には 3,700

社を超えるという見方もある。（図５）

　同じく CDP と SBT とも関連のある RE100 の加盟

を狙うのも良いであろう。ただし、RE100 は基本的

に影響力のある大企業を対象として想定している点に

注意したい。RE100 の要件とは合わない自治体や中

小企業には、中小企業版 RE Action が選択肢として

ある。

　

❹��枠組みへの対応・取組�
属人を避け、変化を見通す

　対応する枠組みが定まれば、算出・情報開示に向け

た社内の仕組みを構築し、設定した目標に向けて施策

を企画・推進していく。これらは個社性の高い取り組

みとなるが、共通的な留意点は存在する。そこで最後

に仕組みづくり、施策推進における勘所に触れておく。

　仕組みづくりにあたっては、出来る限り「人への依

存を避ける」ことだ。これには 2 つの意味がある。

　一つはシステム化である。自社のオペレーションな

どに合ったシステム導入を進めていきたい。説明性の

ある情報開示を行うためにはシステムによる適切な算

出が欠かせない。何より、データ収集や算出作業が慢

性的に現場の作業負荷になってしまっている状況は避

けたい。場合によっては既存の業務フローの見直しも

SBT 参加企業数の推移（グローバル）

SBT 参加企業数＝コミット企業数（2 年以内の SBT 設定をコミット）＋認定企業数（SBT 認定取得済）

新規参加 ［社数］

累計参加企業数
新規参加企業数

累計参加 ［社数］

12 33 69 143 354
750

2,113

3,740

1,627
1,363

396

211743621120

1,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022［予測］

2,000

0

2,000

4,000



8カーボンニュートラルを推進する枠組みの理解とその活用

必要となる。もう一つは、属人化の回避である。CN

に向けた取り組みは一過性のものではない。人材の管

理や内製化の見極めに気を付けたい。誰かではなく、

自社の組織的な能力にしていこう。

　施策推進における勘所は、制度やルールの「変化の

流れを読む」ことだ。先にも述べたとおり、ここまで

述べた枠組みやルールは勿論、国内の規制や税制と

いった法制度、国際的な取り決めなどは次々に新設さ

れたり更新されたりしている。

　主要な枠組みに関連する動向だけ見ても、その動き

は目まぐるしい。（図６）

　CDP では、気候変動以外のテーマもまとめた統合

質問書の導入が今後予定されている。TCFD 関連では、

国際的な会計基準である IFRS の策定に関わる IFRS

財団の下に設立された国際サステナビリティ基準審議

会（ISSB）が策定する新たな情報開示の枠組みから

目を離せない。まだ草案の段階であるが、開示項目の

大枠はベースとなった TCFD と同じだが、要求され

る開示内容は詳細になり、新たな要素も加わる見込み

だ。日本における扱いは公表後検討される予定だが、

米国や EU での適用が予定されている中、日本も大き

な影響を受けることは間違いないであろう。また、目

下では有価証券報告書に新設されるサステナビリティ

情報の「記載欄」への対応に備えたい。

　CN に向けた取り組みは従来の規制対応とは大きく

異なる。むしろ、目下の様々なプレイヤーの動向から

その潮流や将来の見通しを予測する点では事業開発に

近しいと言える。情勢変化によって制度やルールが変

わる中、枠組み対応や施策の全てが計画通り上手くい

くわけではないであろう。だが、その変化の潮目は全

く読めないものではない。ここまで解説した枠組みへ

の着眼も役に立つはずだ。これからの経営には、時間

軸にも選択肢にも幅を持たせ、読めぬ失敗を許容しな

がらも施策を推進する、そんな舵取りが求められるで

あろう。

 エグゼクティブ・パートナー　　竹平　勝博

主要な枠組みに係る動向

CDP

2000年  発足
2005年  国内活動開始

TCFD
2015年  発足
2017年  TCFD宣言

SBT

2015年  活動開始

2018 ‘19 2020 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 2025

TCFDガイダンス公表 東証コーポレートガバナンス・コード改訂
 ⇒プライム上場企業へTCFDに準じた開示を要請

ガイダンス2.0公表

ガイダンス3.0公表 ISSBがTCFDをベースに新たな開示の枠組みを策定
 ⇒日本でも法定開示制度への取込みを検討

統合質問書の導入 
（テーマ統合）

環境影響の
大きい企業
90%カバー
(目標)

有報にサステナビリティ情報の記載欄追加 
（ガバナンス・リスク管理は必須事項）

：予定・目標など

質問書をTCFD提言に整合
セクター別の質問の導入

TVP V.2公表 TVP V.3・C&R V.5適用 
（1.5℃水準が必須、短期目標は5-10年以内）

開示要請対象を東証プライム市場上場企業に拡大

生物多様性の質問等の導入

SBTi Criteria & Recommendations 
（要件と推奨事項：C&R）V.3公表

Target Validation Protocol（目標妥当性確認規定：TVP）公表
C&R V.4公表

TVP V.3公表 C&R V.5公表


